
（
法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
意
）

（
法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
意
）

第
十
七
条

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。

第
十
七
条

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
十
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付
し
て
す
る
も

の
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
五
号
ハ
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

五

法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
五
号
ハ
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

当
該
事
業
所
の
種
別
（
病
院
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
診
療
所
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施

設
又
は
介
護
医
療
院
の
別
を
い
う
。）

ハ

当
該
事
業
所
の
種
別
（
病
院
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
診
療
所
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健

施
設
の
別
を
い
う
。）

ニ
〜
ル

（
略
）

ニ
〜
ル

（
略
）

六
〜
十

（
略
）

六
〜
十

（
略
）

（
法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
載
）

（
法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
載
）

第
十
八
条

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画

に
同
条
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
照
ら
し
て
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の

指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

第
十
八
条

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に

同
条
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

照
ら
し
て
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指

定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
六
号
ハ
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護
予
防
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

二

法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
六
号
ハ
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護
予
防
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
〜
ヌ

（
略
）

イ
〜
ヌ

（
略
）

ル

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
、

介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
、
病
院
等
と
の
連
携
体
制
及
び
支
援
の
体
制
の
概
要

ル

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
、

介
護
老
人
保
健
施
設
、
病
院
等
と
の
連
携
体
制
及
び
支
援
の
体
制
の
概
要

ヲ
〜
ヨ

（
略
）

ヲ
〜
ヨ

（
略
）

（
法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
載
）

（
法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
載
）

第
十
九
条

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画

に
同
条
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
照
ら
し
て
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の

三
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画

に
同
条
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
照
ら
し
て
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の

三
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
略
）

（
法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
意
）

（
法
第
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
同
意
）

第
二
十
条

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。

第
二
十
条

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

（
認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
等
で
あ
る
場
合
等
の
読
替
え
）

（
認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
等
で
あ
る
場
合
等
の
読
替
え
）

第
二
十
六
条

認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
又
は
中
核
市
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
三
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
及
び
第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
同
意
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
」
と
、
第
十
三

条
本
文
中
「
法
第
十
七
条
の
十
四
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
七
条
の
十
四
第
六
項
」
と
、「
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
生
涯

活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
同
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
」
と
、「
生
涯
活
躍
の
ま
ち

形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付
し
て
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
が
、
次
に

第
二
十
六
条

認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
又
は
中
核
市
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
三
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
及
び
第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
同
意
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
」
と
、
第
十
三

条
本
文
中
「
法
第
十
七
条
の
十
四
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
七
条
の
十
四
第
六
項
」
と
、「
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
生
涯

活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
同
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
」
と
、「
生
涯
活
躍
の
ま
ち

形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付
し
て
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
が
、
次
に
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掲
げ
る
事
項
に
照
ら
し
て
介
護
保
険
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指

定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
又
は
同
法
第
七
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条

第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
、
第
十
七
条
本
文
中
「
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
二
十

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
一
項
」
と
、「
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を

得
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
同
条
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

よ
う
」
と
、「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付
し
て
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
照
ら
し
て
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
に
照
ら
し
て
介
護
保
険
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指

定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
又
は
同
法
第
七
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条

第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
、
第
十
七
条
本
文
中
「
法
第
十
七
条
の
十
四
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
七
条
の
二
十
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
七
条
の
十
四
第
九
項
」
と
、「
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
よ

う
」
と
あ
る
の
は「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
同
条
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
」

と
、「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付
し
て
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
照
ら
し
て
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

２

認
定
市
町
村
が
保
健
所
設
置
市
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の

見
出
し
中
「
同
意
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
」
と
、
同
条
本
文
中
「
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
六
項
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
十
七
条
の
二
十
五
第
二
項
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
六
項
」
と
、「
都
道
府

県
知
事
の
同
意
を
得
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
同
条
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
よ
う
」
と
、「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付

し
て
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
照
ら
し
て
旅
館
業
法
第
三
条
第
二
項
又
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に

限
り
、
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

２

認
定
市
町
村
が
保
健
所
設
置
市
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の

見
出
し
中
「
同
意
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
」
と
、
同
条
本
文
中
「
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
十
七
条
の
二
十
五
第
二
項
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
七
条
の
十
四
第
十
二
項
」
と
、「
都
道
府

県
知
事
の
同
意
を
得
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
同
条
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
よ
う
」
と
、「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
付

し
て
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
照
ら
し
て
旅
館
業
法
第
三
条
第
二
項
又
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に

限
り
、
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

（
医
療
法
人
会
計
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

医
療
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
事
業
損
益
）

（
事
業
損
益
）

第
十
九
条

事
業
損
益
は
、
本
来
業
務
事
業
損
益
、
附
帯
業
務
事
業
損
益
及
び
収
益
業
務
事
業
損
益
に
区
分
し
、

本
来
業
務
（
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
が
常
時
勤
務
す
る
診
療
所
、
介
護
老
人

保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
係
る
業
務
を
い
う
。）、
附
帯
業
務
（
医
療
法
人
が
行
う
法
第
四
十
二
条
各
号
に

掲
げ
る
業
務
を
い
う
。）又
は
収
益
業
務
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
収
益
業
務
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）の
事
業
活
動
（
次
条
に
お
い
て
「
事
業
活
動
」
と
い
う
。）か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
費
用
を
記
載
し
て
得

た
各
事
業
損
益
の
額
及
び
各
事
業
損
益
の
合
計
額
を
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条

事
業
損
益
は
、
本
来
業
務
事
業
損
益
、
附
帯
業
務
事
業
損
益
及
び
収
益
業
務
事
業
損
益
に
区
分
し
、

本
来
業
務
（
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
が
常
時
勤
務
す
る
診
療
所
又
は
介
護
老

人
保
健
施
設
に
係
る
業
務
を
い
う
。）、
附
帯
業
務
（
医
療
法
人
が
行
う
法
第
四
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を

い
う
。）又
は
収
益
業
務
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
収
益
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
事
業

活
動
（
次
条
に
お
い
て
「
事
業
活
動
」
と
い
う
。）か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
費
用
を
記
載
し
て
得
た
各
事
業
損
益

の
額
及
び
各
事
業
損
益
の
合
計
額
を
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
を
修
了
し
た
者
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
度
以

前
修
了
者
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
（
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六

年
度
ま
で
に
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
ま

で
の
間
は
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
主
任
介

護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
を
修
了
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

第
二
条

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
を
修
了
し
た
者
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
度
以

前
修
了
者
」
と
い
う
。）に
係
る
最
初
の
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
介
護

保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。）第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ

の
規
定
に
よ
り
、
同

に

規
定
す
る
修
了
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
ご
と
に
、
当
該
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
受
け
る
主
任
介

護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
の
う
ち
最
初
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
つ
い
て
は
、
同

の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
（
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に
主
任
介
護
支
援
専

門
員
研
修
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
修
了
し
た
場
合
に
は
、
同

に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
修
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間

に
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
最
初
の
主
任
介
護
支
援
専
門

員
更
新
研
修
（
同

の
規
定
に
よ
り
、
同

に
規
定
す
る
修
了
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
ご
と
に
、

当
該
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
受
け
る
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
の
う
ち
最
初
の
も
の
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。）以
外
の
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
に
つ
い
て
は
、
同

に
規
定
す
る
修
了
日
は
、
最

初
の
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
を
修
了
し
た
日
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
新
令
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
最
初
の
主
任
介

護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
最
初
の
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研

修
以
外
の
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
に
つ
い
て
は
、
同

に
規
定
す
る
修
了
日
は
、
最
初
の
主
任
介
護

支
援
専
門
員
更
新
研
修
を
修
了
し
た
日
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
看
護
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
及
び
看
護
職
員
確
保
対
策
官
）

（
看
護
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
及
び
看
護
職
員
確
保
対
策
官
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

４

看
護
職
員
確
保
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
看
護
師
等
の
確
保
に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
及
び
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定

す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
の
開
設
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助

言
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
職
業
安
定
局
及
び
人
材
開
発
統
括
官
並
び
に
地
域
医
療
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。）を
行
う
。

４

看
護
職
員
確
保
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
看
護
師
等
の
確
保
に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
並
び

に
職
業
安
定
局
及
び
人
材
開
発
統
括
官
並
び
に
地
域
医
療
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）を
行
う
。

（
認
知
症
施
策
推
進
室
及
び
介
護
保
険
指
導
室
）

（
認
知
症
施
策
推
進
室
及
び
介
護
保
険
指
導
室
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

２

認
知
症
施
策
推
進
室
は
、
介
護
保
険
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
知
症
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

認
知
症
施
策
推
進
室
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
認
知

症
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
〜
８

（
略
）

３
〜
８

（
略
）
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（
法
附
則
第
十
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
四
十
一
条

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
数
を
減

少
さ
せ
て
介
護
医
療
院
（
地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）を

開
設
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
介
護
医
療
院
の
名
称
中
に
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
そ
の
他
の
患
者
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
文
字
を
用
い
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
法
附
則
第
二
十
八
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
四
十
二
条

地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法
附
則
第
二
十
八
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
療

養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
（
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
介
護
医
療
院
の

用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。）を
行
っ
た
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
入
所
定
員
数
を
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
療
養
病
床
に
係
る
既
存
の
病
床
の
数
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

（
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
等
）

第
四
十
三
条

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。）第
二
十
三
条
及
び
同
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
旧
介
護

保
険
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
又
は
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
（
同
法
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。）及
び
同
条
第
十
項
に
規
定
す

る
施
設
入
所
支
援
（
次
項
に
お
い
て
「
施
設
入
所
支
援
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
支
給
決
定
」
と
い
う
。）を
受
け
て
指
定
障
害
者
支
援
施
設
（
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
い
う
。
次

項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
入
所
し
て
い
る
身
体
障
害
者
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
支
援
施
設
（
生
活
介
護
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
「
障
害

者
支
援
施
設
」
と
い
う
。）に
入
所
し
て
い
る
身
体
障
害
者
と
す
る
。
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２

整
備
政
令
第
二
十
三
条
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
介
護
保
険
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設

二

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
救
護
施
設

三

障
害
者
支
援
施
設
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

四

指
定
障
害
者
支
援
施
設
（
支
給
決
定
を
受
け
て
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

３

整
備
政
令
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
介
護
保
険
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

４

整
備
政
令
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
介
護
保
険
法
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
手
続
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
手
続
と
す

る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設

支
給
決
定

二

生
活
保
護
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
救
護
施
設

同
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
措
置

三

障
害
者
支
援
施
設
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置

四

指
定
障
害
者
支
援
施
設
（
支
給
決
定
を
受
け
て
入
所
し
て
い
る
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
支
給
決
定

５

前
項
第
二
号
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
同
号
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
整
備
政
令
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
介
護
保
険
法
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
最
終
適
用
除
外
施
設
住
所
変
更
時
支
給
決
定
等
実
施
市
町
村
は
、
生
活
保
護
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
入
所
し
て
い
る
者
に
係
る
入
所
前
の
居
住
地
又
は
現
在
地
の
市
町
村
と
す
る
。

（
適
用
除
外
と
さ
れ
た
者
に
係
る
住
所
地
特
例
の
適
用
に
関
す
る
読
替
え
）

第
四
十
四
条

当
分
の
間
、
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
の
被
保
険
者
と
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者
（
支
給
決
定
を
受
け
て
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る

者
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
の
う
ち
前
条
第
一
項
で
定
め
る
も
の
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
で
前
条
第
二
項
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）で
あ
っ
た
介
護
保
険
の

被
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
五
十
五
号
。
以
下
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。）第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
き
」
と
、「
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
政
令
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
年
月
日
」
と
、「
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
政
令
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
看
護
職
員
が
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
「
旧
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
旧
施
行
規
則
第
九
条
、
第
九
条
の
二
及
び
第
百
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
看
護
職
員
が
行
う
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
旧
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指

導
に
つ
い
て
は
、
旧
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
八
、
第
二
十
二
条
の
九
及
び
第
百
四
十
条
の
七
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
条
例
の
制
定
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
は
、

当
該
都
道
府
県
が
地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




